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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県港湾管理条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則（※）

（港湾空港課取扱い）１

○鹿児島県港湾管理条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則（※）

（港湾空港課取扱い）１

鹿児島県港湾管理条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布す

る。

令和元年９月17日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第13号

鹿児島県港湾管理条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

鹿児島県港湾管理条例の一部を改正する条例（平成31年鹿児島県条例第28号）附則第１項第

２号に掲げる規定の施行期日は，令和元年９月20日とする。

…………………………………………………

鹿児島県港湾管理条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和元年９月17日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第14号

鹿児島県港湾管理条例の施行等に関する規則の一部を改正する規則

鹿児島県港湾管理条例の施行等に関する規則（平成12年鹿児島県規則第115号）の一部を次

のように改正する。

第７条ただし書中「（鹿児島港本港区及び新港区の一般駐車場に限る。以下同じ。）」を削

る。

第12条第１項中「一般駐車場」の次に ｢（条例別表第２に掲げる使用料を徴収するものに限

る。）」を加える。

第13条中「自動車を出場させる際」を「国際旅客船乗客送迎用バスを駐車する場合にあって

は駐車券の交付を受ける際に，その他の自動車を駐車する場合にあっては自動車を出場させる

際に，」に改める。

附 則

この規則は，令和元年９月20日から施行する。

鹿 児 島 県 公 報
令和元年９月17日（火）第39号の２
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